
横浜市木造住宅耐震診断事業実施要綱 

 

制  定         平成10年４月１日（局長決裁） 

最近改正 建建防第3395号 令和６年３月27日（局長決裁） 

 

（目的及び通則） 

第１条 この要綱は、木造住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を実施する際に、市から横浜市木造住宅

耐震診断士を派遣する事業について必要な事項を定め、地震に対する建築物の安全性に関する意識の

啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって震災に強いまちづくり

を目指すことを目的とする。 

２ 本事業は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律123号。以下「耐震改修促進法」

という。）第６条第１項の規定に基づく横浜市耐震改修促進計画に基づくほか、この要綱に定めると

ころにより実施する。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところとする。 

(1) 診断士 横浜市木造住宅耐震診断士認定要綱（平成７年10月11日制定・旧要綱名称「横浜市木

造住宅耐震診断士設置要綱」、平成19年６月25日全部改正、以下同じ。）第７条第１項の規定に基

づき認定したものをいう。 

(2) 自己所有かつ自己居住の住宅 所有者又は所有者の配偶者若しくは一親等の親族（以下「所有

者等」という。）が自己の居住の用に供する次のアからオの住宅（住戸が複数ある場合はすべての

住戸を自己の居住の用に供する場合に限る。）をいう。 

ア 一戸建ての住宅 

イ 多世帯同居住宅 

ウ 事務所及び店舗等の非住宅部分を所有者等が利用している併用住宅 

エ 長屋 

オ 共同住宅 

(3) 貸家・空家等 住宅の所有者等が自己の居住の用に供していない次のアからオの住宅（住戸が

複数ある場合は、一つ以上の住戸を自己の居住の用に供していないものも含む。）又は事務所及び

店舗等の非住宅部分を所有者等が利用していない併用住宅をいう。 

ア 一戸建ての住宅  

イ 多世帯同居住宅 

ウ 事務所及び店舗等の非住宅部分を含む併用住宅 

エ 長屋 

オ 共同住宅 

(4) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会（以下「建防協」という。）が定める｢木造住宅の耐

震診断と補強方法」に基づく一般診断法により木造住宅の耐震性を判定することをいう。 

 

（事業対象建築物） 

第３条 事業の対象となる建築物は、次の各号に該当する自己所有かつ自己居住の住宅及び貸家・空家

等とする。 



(1) 木造在来軸組構法で建築されたもの 

(2) ２階以下のもの 

(3) 昭和５６年５月３１日以前に建築確認を得て着工されたもの。（建築基準法施行前に着工され 
たものを含む。）ただし、昭和５６年６月１日以降に増築した部分の床面積の合計が、現況の延

べ面積の２分の１を超える場合はこの限りではない。  
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する建築物は対象としないこととする。ただ

し、第一号については、既に実施した耐震診断が、過去に建防協が定める「木造住宅の耐震精密診断

と補強方法」の「わが家の耐震診断表」により横浜市が診断を実施したものである場合はこの限りで

はない。 

(1)  本要綱又は横浜市木造住宅耐震診断士認定要綱に基づく耐震診断を既に実施した建築物 

(2)  過去に「横浜市木造住宅耐震改修促進事業実施要綱（平成18年７月31日廃止）」、横浜市木造

住宅耐震改修促進事業計画承認要綱（平成18年７月20日制定・まち住計第583号）」、「横浜市木

造住宅耐震改修促進事業に関する補助金交付要綱（平成28年４月１日制定・建建防第5025号）」、

「横浜市木造住宅一部耐震改修促進事業 計画承認要綱（平成26年３月31日廃止）」、「横浜市

耐震診断義務付け対象建築物耐震改修等事業費補助金交付要領（平成25年11月25日制定・建建企

第2235号）」又は「横浜市特定建築物耐震改修等補助事業制度要綱（平成30年４月１日制定・建

建防第4091号）」に係る申請を行った際の当該申請に係る建築物 

(3) 過去に横浜市、国又はその他地方公共団体等から補助金又は助成金等の交付を受けて耐震改修

工事を実施した建築物 

(4) 横浜市建築物不燃化推進事業補助金交付要綱（平成26年3月31日制定・都地ま第2674号）第３条

に規定する当該事業の対象地域内の建築物 

 

（事業内容） 

第４条 市長は、前条に規定する住宅の所有者等に対し、当該住宅の耐震診断を実施するにあたり診断

士の派遣を行うことができる。 

２ 前項にかかる費用については横浜市の負担とする。 

 

（申込手続） 

第５条 自己所有かつ自己居住の住宅（ただし、当該住宅に所有者が居住しておらず、所有者の配偶者

又は一親等の親族が居住している住宅、長屋及び共同住宅を除く。）について、この要綱に規定する

耐震診断を申し込む者は、次条に規定する同意事項に同意し、横浜市木造住宅耐震診断申込書（第１

号様式）を、市長に提出しなければならない。 

２ 自己所有かつ自己居住の住宅のうち、当該住宅に所有者が居住しておらず、所有者の配偶者又は

一親等の親族が居住している住宅、長屋及び共同住宅について、前条第１項に規定する耐震診断を

申し込む者は、次条に規定する同意事項に同意し、横浜市木造住宅耐震診断申込書(貸家・空家・長

屋・共同住宅等)（第３号様式）に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

３ 貸家・空家等について、前条第１項に規定する耐震診断を申し込む者は、次条に規定する同意事

項に同意し、横浜市木造住宅耐震診断申込書(貸家・空家・長屋・共同住宅等)（第３号様式）に必

要書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

４ 第１項又は第２項の申込者は、所有者（当該住宅の所有者が複数いる場合には、そのうち１名）



とする。ただし、所有者からの申込みが困難であると市長が認める場合はこの限りではない。 

５ 第２項の申込者は、自己の居住の用に供していない全ての住戸について、「居住している所有者

等のうち１名」から同意を得るものとする。 

６ 第３項の申込者は、当該住宅の所有者（当該住宅の所有者が複数いる場合には、そのうち１名）

とする。 

７ 第３項の申込者は、所有者が複数いる場合は、申込者以外の全ての所有者の同意を得るものとす

る。また、当該住宅に賃借人がいる場合は、全ての賃借人の同意を得るものとする。 

 

（同意事項） 

第６条 前条の規定により申込者が同意する事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 耐震診断に必要な診断士の住戸内の立入調査に協力すること。 

(2) 耐震診断の実施にあたり、原則として立会いをすること。 

(3) 耐震診断を実施する日時の調整に協力すること。 

(4) 耐震診断の結果について、申込者以外の所有者、当該住宅の居住者及び賃借人に周知すること。 

(5) 耐震診断の結果について、市長が必要に応じて申込者以外の所有者、当該住宅の居住者及び賃

借人に対して通知することに異議を唱えないこと。 

２ 前条第５項及び第７項に規定する同意事項は、前項に掲げる(1)から(3)の事項とする。 

  

（診断士の派遣の決定） 

第７条 市長は、第５条に規定する診断申込書を受理したときは、当該申込みの内容を審査し、診断士

の派遣を決定したときは、診断士派遣通知書（第２号様式）をもって当該申込者に通知するものとす

る。 

２ 市長は、前項の規定により診断士の派遣の決定を通知する場合において、必要があるときは当該

診断士の派遣について条件を付すことができる。 

３ 市長は、第１項に規定する審査の結果、診断士を派遣しないことを決定したときは、その理由を

つけて、診断士派遣通知書（第２号様式）をもって当該申込者に通知するものとする。 

４ 市長は、第１項の規定による診断士派遣通知書（第２号様式）の内容に変更が生じたと認めると

きは、当該通知書の内容を変更することができる。 

 

（耐震診断の取りやめ） 

第８条 耐震診断申込者は、事情により耐震診断を中止し、又は取りやめるときは、速やかに、市長に

その旨を通知しなければならない。 

 

（診断士の派遣の取消し） 

第９条 市長は、診断士の派遣の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、診

断士の派遣を取り消すことができる。 

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により診断士の派遣の通知を受けたとき。 

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

 

（診断結果の報告） 



第10条 診断士は、耐震診断の結果を、木造住宅の耐震診断報告書をもって速やかに市長に報告しなけ

ればならない。 

２ 市長は、診断士から提出された報告書の内容を確認し、当該申込者に対して通知するものとする。 

３ 市長は、耐震診断後に建物の所有者が変更された場合、新たな所有者に対して耐震診断報告書を

再発行することができる。ただし、過去に建防協が定める「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」

の「わが家の耐震診断表」により横浜市が診断を実施した建築物を除く。 

４ 市長は、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の場合は、原則として横浜市木造住宅訪問相談

事業実施要綱（平成20年８月26日制定・まち建企第1127号）に定める相談員を派遣し、当該申込者

に対して耐震診断報告書の説明及び耐震改修等の実施にかかる相談、助言を行うこととする。 

 

（診断費用の返還） 

第11条 市長は、第９条の規定により診断士の派遣の通知を取り消した場合において、当該取消しに係

る診断を既に実施しているときは、期限を定めて、その診断にかかる費用の返還を命じることができ

る。 

 

（耐震診断申込者に対する指導） 

第12条 市長は、耐震診断申込者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要

な指導及び助言をすることができる。 

 

（診断士の報酬） 

第13条 市長は、派遣した診断士に対し、１回につき別表第１に定める額に消費税等相当額を加えた額

の報酬を支払うものとする。この場合、別表第１において、構造棟数とは、エキスパンションジョイ

ント等により相互に応力を伝えない構造方法のみで接していて、耐震診断書の作成にあたり別棟扱い

となる棟数のことをいう。 

 

（診断士の特例） 

第14条 要安全確認計画記載建築物に該当する建築物に派遣する場合は、診断士のうち、耐震改修促進

法施行規則第５条第１項第１号又は第２号に該当する建築士（建築士法第２条第１号に規定する建築

士をいう。）に限る。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は平成10年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は平成15年８月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 



 この要綱は平成17年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は平成18年８月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は平成19年９月１日から施行する。  

 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は平成22年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は平成23年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は平成24年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は平成25年11月25日から施行する。 

 

 （事業対象建築物の特例） 

２ 第３条第２項の規定に関わらず、当該建築物が要安全確認計画記載建築物に該当し、かつ、当該建

築物等の所有者等が第 10条第２項の規定による通知を平成 28 年 12 月 31 日までに受ける場合は、過

去に建防協が定める「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」の「わが家の耐震診断表」により横浜市

が診断を実施した建築物を事業の対象とする。 

 
 （事業内容の特例） 
３ 第４条第３項の規定に関わらず、当該貸家・空家等の敷地が耐震診断義務付け対象道路に接し、か

つ、当該貸家・空家等の所有者等が第 10 条第２項の規定による通知を平成 28 年 12 月 31 日までに

受ける場合は、当該貸家・空家等における第４条第１項にかかる費用については横浜市の負担とする。 
 

 （診断士の特例） 

４ 建築物が第２項に該当する場合は、第２条第１号に規定する診断士は、以下の全てに該当するもの

とする。 

(1) 横浜市木造住宅耐震診断士認定要綱第７条第１項の規定に基づき認定したもの 

(2) 耐震改修促進法施行規則第５条第１項第１号又は第２号に該当する建築士（建築士法第２条第１ 



号に規定する建築士をいう。） 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は平成26年５月29日から施行する。 

 

２ 平成 26 年４月１日以降かつこの要綱の施行前に耐震診断を実施したものは、改正前の横浜市木造

住宅耐震診断事業実施要綱（平成 25 年 11 月 25 日制定・建建企第 2251 号）第 14 条に基づく報酬金

額の適用によらず、この要綱第 14条に基づく報酬金額が適用されるものとする。 
 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は平成27年４月１日から施行する。 

 

 （事業対象建築物の特例） 

２ 平成27年６月30日までに第５条に規定する耐震診断の申込があった場合は、第３条第２項第３号の

規定は適用しない。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は平成28年４月１日から施行する。 

 

 

別表第１（第 13条） 

耐震診断を実施した建築物の構造棟数が１棟かつ延べ面積が 200 ㎡未満

の場合 
29,524円 

耐震診断を実施した建築物の構造棟数が２棟以上又は延べ面積が 200 ㎡

以上の場合 
43,810円 

診断士の派遣後に、耐震診断を実施しようとする建築物が実施要綱第３

条に規定する事業対象建築物にあてはまらないことが判明した場合 
19,048円 

診断士の派遣後に、申込者の不在等の理由より調査不可であることが判

明した場合 
8,571円 

※ 別表第１において、構造棟数とは、エキスパンションジョイント等により相互に応力を伝えない

構造方法のみで接していて、耐震診断書の作成にあたり別棟扱いとなる棟数のことをいう。 

 
附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は平成28年12月12日から施行する。 

 

２ 平成 25年 11月 25日附則第２項から第４項の規定については、廃止するものとする。 

 

附 則 

 （施行期日） 



この要綱は平成29年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は平成30年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は平成31年４月１日から施行する。 

 

附 則 （令和２年４月１日 建建防第4831号） 

 （施行期日） 

この要綱は令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 （令和６年３月27日 建建防第3395号） 

 （施行期日） 

この要綱は令和６年４月１日から施行する。 

 



第１号様式(第５条第１項関係) 　　　年　　　月　　　日

フ リ ガ ナ

氏 名

住 所

〒

区

電話番号

新築年次 増 築 年 次

建築確認通知日・
番 号 （ 新 築 時 ）

延べ面積
（１・２階合計）

図面の有無 有　・　無

第１希望

第２希望

  ※ 対象住宅は昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工されたものです。

   ㎡（うち増築部分　    　㎡）

建
物
概
要

 　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　　　　時頃

 　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　　　　時頃

 昭和　　　　　年　　　　月　　　　日　　 　第　 　　　  　　　　号

診
断
希
望
日

 ※長屋など住戸が複数ある場合や、貸家・空家の場合は、
    申込方法が異なりますので、お問い合わせください。

 明・大・昭　　　　　　　年

横 浜 市 木 造 住 宅 耐 震 診 断 申 込 書

申
込
者

形 態

□ 専 用 住 宅 ( 一 戸 建 て ) □ 併 用 住 宅 ( 店 舗 ・ 事 務 所 ）

　※ 申込日より２週間以上先の日程で設定してください。（土日祝日可）

 明・大・昭　　　　　　　年

 ※ 所有者又は所有者の配偶者若しくは一親等の親族が居住していることが必要です。



第２号様式（第７条関係） 　　　年　　　月　　　日

　様
横 浜 市 長

□　次の日程で耐震診断士を派遣いたします。

診　断　番　号

診 断 士 氏 名

□　次の理由により耐震診断士の派遣はいたしません。

理　　　由

　　　午　前　・　午　後　　　　　　　　　　時から

診断士派遣通知書

　先にお申し込みをいただきました耐震診断士の派遣について、
次のとおり通知いたします。

派　遣　日　時

　　　第　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　号

　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日　　

　調査当日は、建築確認通知書や図面等を診断士にご提示のう
え、立会いをお願いいたします。

居　住　区　分



第３号様式（第５条第２項及び第３項関係） 年　　　月　　　日

 ※ 申込日より２週間以上先の日程で設定してください。（土日祝日可）

建
物
概
要

横 浜 市 木 造 住 宅 耐 震 診 断 申 込 書

（貸家・空家・長屋・共同住宅等）

住 所
 〒

　　　　　　　　区

診 断 す る
建 物所 在地
（住居表示）

 ※ 対象住宅は昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工されたものです。

明 ・ 大 ・ 昭 年

 □ 専用住宅（一戸建て） □ 長屋　　　（　　　 戸中　　   戸入居）

形 態

新 築 年 次

□ 共同住宅（　　　 戸中　　   戸入居）

明 ・ 大 ・ 昭 年

□なし（空家）

申
込
者

フ リ ガ ナ

氏 名

電 話 番 号

 〒

　　　　　　　　区

 □ 併用住宅（店舗・事務所）

診
断
希
望
日

第 １ 希 望 　　 　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　             　　　　　時頃

第 ２ 希 望

延 べ 面 積
（１・２階合計）

 　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　             　　　　　時頃

増 築 年 次

居 住 者  □　配偶者又は一親等の親族

図面の有無㎡（うち増築部分　　　    　㎡） 有　・　無

 □　左記以外
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